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任意団体の事業資金の私的使用に係る職員の懲戒処分について 

 

このたび、過去に県立医療大学に勤務していた職員が、私的に使用する目的で県立

医療大学内の任意団体の預金口座から、不正に預金を出金するという事件が発覚いた

しました。 

県民の皆様の職員に対する信頼を著しく損ねる行為であり、深くお詫び申し上げま

す。このため、事件を起こした職員に対し、本日付けで懲戒処分を行いました。 

今後、二度と同様の事件を起こさぬよう、再発防止策を講じてまいります。 

 

 

１ 事件の概要 

 （１）事件を起こした職員 

    土木部都市局住宅課 副参事 田山
た や ま

 尚
なお

弘
ひろ

（６３歳）男性 

 （２）事件発生時期 

    令和２年６月１０日～令和４年２月９日 

（３）概要 

  〇 当該職員が医療大学在籍時（２年間：平成３１年４月～令和３年３月）から、

異動した後の令和６年１０月３０日まで通帳を所持。 

  〇 当該職員が住宅ローンの返済など私的使用のため、合計１９３万７千円を出金。 

・医療大学事務局在籍時（R2.6.10～R3.3.31） ：延８回、１１０万円 

    ・他所属に異動した後 （R3.4.30～R4.2.9） ：延４回、 ８３万７千円 

  〇 本年１０月、医療大学が当該職員に通帳の所在を問い合わせ、本人から通帳が

返却されたが、その際、上記の出金のほか、１９３万７千円が１０月１１日に

入金されていたことを確認した。 

 

【参考】当該任意団体の概要 

団体の名称 茨城県立医療大学 20周年記念事業準備委員会 

団体の目的 開学２０周年事業、教育環境の整備等 

事業の財源 医療大学の学生ＯＢや教職員の寄付金（公金なし） 

現在の口座残高 １，９３７，１２９円 

 



 

 

 

２ 処分内容 

  〇 処   分 ：懲戒免職 

  〇 処分年月日 ：令和６年１２月９日 

  

３ 事件発覚の経緯  

令和６年 

９月 

〇県立医療大学の開学記念事業用に平成２６年に開設した銀行口

座の通帳が、所在不明であることが判明  

→ 過去の担当者等に聞き取り調査開始 

１０月上旬 〇医療大学から当該職員に電話 

（当該職員）通帳が実家にあるかもしれないので確認する。 

１０月１１日 〇当該職員から医療大学に電話 

（当該職員）通帳が見つかったので返却する。 

１０月３０日 〇医療大学職員が当該職員を訪問し、通帳を返却される 

〇通帳を確認したところ以下が判明 

・令和２年６月１０日以降、延１２回、１９３万７千円を出金 

・令和６年１０月１１日に、出金された１９３万７千円を入金。 

１１月２７日 〇当該職員に事情聴取 

→１９３万７千円の私的使用を認める。 

使途：住宅ローンの返済など。 

 

４ 今後の対応   

（１）刑事告訴 

   刑事告訴を行う方向で牛久警察署に相談中 

（２）再発防止策 

  ア 全庁的な対策 

   〇 本日付けで、職員の服務規律の確保に係る通知を全部局に発出するととも

に、全部局次長会議（本庁）において、職員の綱紀粛正の徹底と再発防止策

等について確認しました。 

   〇 本件と同様に県が事務局を務める任意団体における預金通帳及び届出印

の管理状況を確認しているところであり、改めて、管理者による預金通帳等

の適切な管理の徹底を図ります。 

  イ 医療大学における対策 

   〇 預金通帳及び届出印の分別・施錠管理の徹底 

   〇 定期的な口座状況の確認 

   〇 服務規律の確保に向けてコンプライアンス研修の実施 


